
令和６年度 大芝小学校「いじめ防止基本方針」 

平成２６年３月作成 令和６年４月改訂 

 

１．基本理念 

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に

影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめを

はやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身に

なって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを

許さない児童の意識を育成することになる。 

そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、

教職員自身が、児童を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、児童の人格

のすこやかな発達を支援するという児童観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。 

本校では、「仲良く助けあえる子ども」を育てていくことをめざす子ども像のひとつとしており、 

そのために人権教育に重点をおいて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認

識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。 

 

 

２．いじめ防止に対する考え方 

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、

人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関

する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれ

ぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。 

特に子どもたちが、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対

等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組み

の中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくこと

が必要である。 

 

 

 ☆大芝小学校における「いじめ防止」のための具体的な取り組み（主なもの） 

 スマイルアンケート（児童対象 年３回程度） 

 個人懇談会（１・２学期） 

 保護者懇談会（学級・学年単位） 

 人権についての研修 

 学校・学年・学級・生活指導及び HPからの通信による啓発 

 児童会・生活委員会の児童による啓発 

 ぽかぽか言葉を集めた「ぽっかぽかの木」の作成（毎学期） 

 



令和６年度 大芝小学校「いじめ防止対策組織図」 
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